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背景 

地球温暖化問題に関する国内外の動向 

地球温暖化防止への国際的な取組は、2015 年にフランスのパリにおいて、気候変

動枠組条約第 21 回締約国会議（COP21）が開催され、その中で、全ての国が参加し、

削減目標を設定し取り組む公平かつ実効的な枠組みとなる「パリ協定」が採択され

ました。その後、2016 年 11 月に「パリ協定」が発効されました。  

我が国では、2016 年 5 月に閣議決定された「地球温暖化対策計画」において、温

室効果ガスの排出量を 2030 年度までに 2013 年度比で 26.0％削減することが示さ

れ、長期的目標としては 2050 年までに 80％の温室効果ガス削減を目指すとしてい

ます。 

一方、地方自治体においては、環境省の呼びかけに応じ 2050年の二酸化炭素排

出実質ゼロ（ゼロカーボンシティ）を宣言する動きが拡大しており、南部町にお

いても、2020（令和2）年3月9日、令和2年第2回定例議会において、全国で81番

目、鳥取県内 3番目に当たる二酸化炭素排出実質ゼロ宣言を行い、本温暖化防止実

行計画の見直しや再エネ・省エネ事業の推進を表明しました。  

（※「実質ゼロ」とは、温室効果ガスの排出量から森林などによる吸収量を差

し引いてゼロを達成することを意味しています。）  

そのような中、2020（令和2）年10月26日、第203回臨時国会の所信表明演説に

おいて、菅義偉内閣総理大臣は「 2050年までに、温室効果ガスの排出を全体とし

てゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指

す」ことを宣言し、2021年以降、国の地球温暖化対策計画やエネルギー基本計画

の見直しを含めた検討が行われています。 

   

本温暖化防止実行計画は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」（以下、「温対法」

という。）において、地方公共団体の事務・事業に関する温室効果ガスの排出制御の

ための措置に関する計画を策定し、その実施状況を公表することが義務付けられて

いる「地方公共団体実行計画（事務事業編）」に相当するもので、温対法に基づく計

画です。地方公共団体については、その削減目標のうち、地方公共団体の事務・事

業に伴う排出の多くが該当する「業務その他部門」の排出量の削減の目安を約 40％

と設定しており、南部町においても、温室効果ガスの排出量の削減に取り組むこと

が求められています。  
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本計画の策定方針 

本計画は以下の方針に基づいて策定します。 

 

①  地球温暖化対策に取り組む意識を醸成し行動を促す計画とします  

わかりやすい文章表現、ビジュアルな解説や説明の工夫をし、職員が本計画を理解し、

温暖化対策のために行動する際の理解に役立つ計画とします。  

 

②  率先した対策の推進が南部町のまちづくり、意識啓発につながる計画とします  

地球温暖化対策は、省エネルギー化によるエネルギーコスト削減や地域産業の活性化

にも寄与します。温暖化対策を町の公共施設で率先して実施することが、町民・事業者へ

の普及啓発となり、人口減少、少子高齢化の中で豊かな自然環境とともに暮らせるまちづく

りの後押しになることを意識して計画を策定します。  

 

③着実な成果を生み出す推進体制・進捗管理方法を確立します 

着実な成果を生み出すために、一つひとつの積み重ねから成果を着実に出して、次の

目標と行動につながる意欲を高めていく推進体制・進行管理方法を構築します。 
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計画の基本的事項 

本計画の目的 

本計画は、温対法第 21 条に基づき、本町の事務・事業に関する温室効果ガスの排

出量の削減に向けて、推進すべき取組について示すものです。  

また、自ら温室効果ガス削減に資する率先的な取組を行うことにより、町民・事

業者の模範となる計画です。  

 

地球温暖化対策の推進に関する法律  第 21 条  

（地方公共団体実行計画等）  

第 21 条  

1  都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画

に即して、当該都道府県及び市町村の事務・事業に関し、温室効果

ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措

置に関する計画（以下、「地方公共団体実行計画」という。）を策定

するものとする。  

 

2～ 7（略）  

 

8  都道府県及び市町村は、地方公共団体実行計画を策定したときは、  

遅滞なく、単独で又は共同して、これを公表しなければならない。 

9  第 5 項から前項までの規定は、地方公共団体実行計画の変更につい  

て準用する。  

10 都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、毎年一回、地方公共

団体実行計画に基づく措置及び施策の実施の状況（温室効果ガス総

排出量を含む。）を公表しなければならない。  
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本計画の位置づけ 

本町では、本計画に基づき、南部町第２次総合計画及びその他関連計画と整合を

図りながら、庁内における地球温暖化対策の取組を推進します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図- 2.1 本計画の位置づけ 

 

計画期間、目標年度 

本計画は、国の地球温暖化対策計画にあわせて、計画期間は 2021 年度～2030 年

度末の 10 年間とします。ただし、現在進められている国の 2050 年カーボンニュートラ

ルの動向、社会情勢等を踏まえて、中間年度の 2025 年度に計画を見直します。  

目標年度は、計画の見直しを行う 2025 年度と、国の地球温暖化対策計画の中期目

標年度である 2030 年度とします。  

 

計画の基準年度 

本計画の基準年度は、 2019（令和元）年度とします。  

 

  

南部町第２次総合計画  

（国）地球温暖化対策計画  

（国）地球温暖化対策の推進に関する法律  

南部町温暖化防止実行計画 

南部町公共施設等総合管理計画  

その他関連計画  

整合  

規定  

規定  

整合  

整合  

ゼロ・カーボンシティ宣言  



南部町温暖化防止実行計画 

5 

計画の対象とする範囲 

本計画では、「地方公共団体実行計画（事務事業編）策定・実施マニュアル（本編）

Ver.1.1」（平成 29 年 3 月、環境省総合環境政策局  環境計画課）（以下、「事務事業

編マニュアル」という。）に基づき、本町が行う事務・事業を対象とし、温室効果ガ

スの排出量を推計し、目標達成に向けた取組を示します。  

対象とする施設と組織は表-2.1、表-2.2 に示します。 

表-2.1 本計画の対象とする施設 
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表-2.2 本計画の対象とする組織 

 組織名 

南部町役場 

総務課 

企画政策課  

建設課 

産業課 

町民生活課  

総務・学校教育課  

子育て支援課  

図書館  

西伯病院  

健康福祉課  

人権・社会教育課  

デジタル推進課  

すみれ子ども園  

ひまわり保育園  
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計画の対象とする温室効果ガスの種類 

本計画において対象とする温室効果ガスは、温対法第 2 条第 3 項に規定されてい

る 7 種類の物質のうち、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素とします。（表-2.3） 

パーフルオロカーボン、六ふっ化硫黄は、ほとんど排出量が見込まれないことか

ら、本計画では対象としません。三ふっ化窒素は、「地球温暖化対策実行計画（事務

事業編）」の対象とする温室効果ガスに含まれますが、地球温暖化対策の推進に関す

る法律施行令第 3 条第 1 項に基づき、温室効果ガス排出量の算定対象には含まれま

せん。 

 

表-2.3 本計画の対象となる温室効果ガス  

ガス種類  人為的な発生源  
本計画の 

算定対象  

二酸化炭素  

（CO2) 

石炭、ガソリン、重油、都市ガス等化石燃料の燃焼、電

気の使用等。  
○ 

メタン 

（CH4） 

自動車の走行や燃料の燃焼、廃棄物の焼却等。  

二酸化炭素と比べる重量あたり約 25 倍の温室効果があ

る。  
○ 

一酸化二窒素  

（N2O） 

自動車の走行や燃料の燃焼、廃棄物の焼却等。  

二酸化炭素と比べる重量あたり約 298 倍の温室効果があ

る。  
○ 

ハイドロフルオ

ロカーボン  

（HFC） 

カーエアコン使用・廃棄時等、冷蔵庫の冷媒等としての

使用。  

二酸化炭素と比べる重量あたり約 12～14,800 倍の温室

効果がある。  

― 

パーフルオロカ

ーボン 

（PFC） 

半導体の製造、溶剤等に使用（地方公共団体では、ほと

んど該当しない）。  

二酸化炭素と比べる重量あたり約 7,500～17,340 倍の温

室効果がある。  

― 

六ふっ化硫黄  

（SF6） 

電気機械設備の電気絶縁ガス、半導体の製造に伴う使用

（地方公共団体では、ほとんど該当しない）。  

二酸化炭素と比べる重量あたり約 22,800 倍の温室効果

がある。  

― 

三ふっ化窒素  

（NF3） 

半導体製造でのドライエッチングや CVD 装置のクリー

ニングに伴う使用（地方公共団体では、ほとんど該当し

ない）。  

― 

資料：「地方公共団体実行計画（事務事業編）策定・実施マニュアル（本編） Ver.1.1」

（平成 29年3月、環境省総合環境政策局  環境計画課）より作成  
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温室効果ガス排出量の状況 

基準年度（2019 年度）のエネルギー消費量 

（1）エネルギー消費量 

基準年度（2019 年度）のエネルギー消費量は、熱量換算値で 71,705GJ です（表-

3.1）。電力の割合が 77.5％で最も多くを占めており、次いで、灯油（16.8％）とな

っています。（表-3.1、図-3.1） 

表-3.1 エネルギー消費量（熱量換算）（ 2019 年度）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）  本頁以降の各表及びグラフは、いずれも表示単位の端数処理（四捨五入）の関係

上、合計等が一致しない場合があります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3.1 エネルギー消費量（熱量換算値）の内訳（2019 年度） 
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また、電力では南部だんだんエネジー供給分が 36.1％、中国電力供給分が 41.4％

の割合になっています。 

施設別のエネルギー消費量（熱量換算値）を消費量の大きい順に並べたものを表

-3.2 に示します。西伯病院が最もエネルギー消費量が多く、次いで、総合福祉セン

ターしあわせ、総合福祉センターいこい荘  、緑水園(自然休養村管理センター )が多

くなっています。  

西伯病院が全体の約 41％を占めており、総合福祉センターしあわせと合わせると

54％を超えています。割合が 2％を超える 11 施設で全体の 82.3％を占めています。 

施設別のエネルギー種別の使用量を表 -3.3 に示します。電力使用量、灯油使用量

とも西伯病院で最も多く、灯油使用量では総合福祉センターいこい荘も多いです。

LPG 使用量は緑水園(自然休養村管理センター)で最も多くなっています。 
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表-3.2 施設別のエネルギー消費量上位順（熱量換算値）（2019 年度） 
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表-3.3 施設別のエネルギー使用量（2019 年度） 
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温室効果ガス排出量 

（1）算定方法 

温室効果ガス排出量は、「温室効果ガス総排出量算定方法ガイドライン  Ver.1.0」

（環境省総合環境政策局  環境計画課、平成 29 年 3 月）」に基づき、燃料使用量等の活

動量に排出係数を乗じて算定しました。 

本計画の温室効果ガス排出量の算定に使用した排出係数（2019 年度）を表-3.4 に、

地球温暖化係数を表-3.6 に示します。なお、電力の排出係数は南部だんだんエナジ

ー供給と中国電力供給で異なるため、それぞれ分けて算定しています。（表-3.5） 

表-3.4 二酸化炭素の排出係数（2019 年度） 

  項 目  排出係数  

電力（南部だんだんエナジー）  0.169kg-CO2/kWh 

電力（中国電力）  0.561kg-CO2/kWh 

重油 2.71 kg-CO2/L 

軽油 2.58 kg-CO2/L 

灯油 2.49 kg-CO2/L 

LPG（プロパンガス）  3.00 kg-CO2/kg 

ガソリン  2.32 kg-CO2/L 

 
出典： 2019年度電力の排出係数は電気事業者別排出係数（特定排出者の温

室効果ガス排出量算定用）－ R1年度実績－  R3.1.7環境省・経済産
業省公表から引用。その他の燃料の排出係数：「温対法施行令第 3
条」（平成 27年 4月１日改正）から引用。  

  なお、各年度の電気事業者別排出係数は環境省ホームページの
「地方公共団体実行計画策定・実施支援サイト」の「策定・実施マ
ニュアル・ツール類」のツール (事務事業編 )のデータから引用。  

 

表-3.5 電力の排出係数  

 

 

 

 

 
 

表-3.6 地球温暖化係数  

二酸化炭素（CO2）  メタン（CH4）  一酸化二窒素（N2O）  

1 25 298 
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メタンと一酸化二窒素は自動車の走行に伴い排出されます。公用車の総走行距

離（単位：キロメートルkm）に、軽乗用車（軽貨物車）の走行に伴うメタンと一

酸化二窒素の排出係数を乗じて、それぞれメタン、一酸化二窒素の排出量を算定

しました。また、メタン、一酸化二窒素の温室効果はガスの種類によって異なる

ため、二酸化炭素を1（基準）として、各温室効果ガスの温室効果の強さを数値化

した地球温暖化係数をかけて二酸化炭素排出量を算定しています。（表-3.6） 

（2）温室効果ガス総排出量（2019 年度） 

2019 年度の温室効果ガス総排出量は、3,178.7t-CO2 となっています。温室効果ガ

ス総排出量のうち、二酸化炭素の占める割合が最も多く 99.921％（ 3,176.2 t-CO2）

となっています。メタンは 0.003％（0. 1t-CO2）、一酸化二窒素は 0.076％（2.4 t-

CO2）となっています（表-3.7、図-3.2）。 

表-3.7 温室効果ガス総排出量（2019 年度） 

項 目 温室効果ガス総排出量（t-CO2） 割合 

二酸化炭素  電力 2,107.6 3,176.2  

 

99.921% 

重油  

0.0 軽油 1.0 

灯油 817.8 

LPG(プロパンガス) 184.1 

ガソリン  65.6 

メタン（CH4） 0.1  0.003% 

一酸化二窒素（N2O） 2.4  0.076% 

合 計 3,178.7 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3.2 温室効果排出量の内訳（2019 年度） 



南部町温暖化防止実行計画 

 

14 

（2）二酸化炭素排出量（2019 年度） 

二酸化炭素排出量は、電力による排出量が 66.4％（2,107.6t-CO2）を占めていま

す。南部だんだんエナジー供給分が 13.8％、中国電力供給分が 52.5％となっていま

す。（表-3.8、図-3.3） 

エネルギー消費量（熱量換算値）では若干、中国電力供給分が多いものの南部だ

んだんエナジーとほぼ同じでしたが、排出係数の関係で中国電力供給分の二酸化炭

素排出量が多い結果となっています。  

また、灯油の二酸化炭素排出量に占める割合が高く、南部だんだん供給電力分を

上回る結果となっています。  

表-3.8 二酸化炭素排出量（2019 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3.3 二酸化炭素排出量の内訳（ 2019 年度）  
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施設別の二酸化炭素排出量を排出量の大きい順に並べたものを表 -3.9 に示しま

す。西伯病院が最も二酸化炭素排出量が多く、次いで、総合福祉センターしあわせ、

緑水園(自然休養村管理センター ) 、総合福祉センターいこい荘が多くなっていま

す。 

西伯病院が全体の約約 40％を占めており、総合福祉センターしあわせと合わせる

と 56％を超えています。割合が 2％を超える 10 施設で全体の 87.1％を占めていま

す。 
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表-3.9 施設別の二酸化炭素排出量上位順（2019 年度）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



南部町温暖化防止実行計画 

17 

（3）二酸化炭素排出量の現況推移 

2017 年度～2019 年度のエネルギー消費量（熱量換算値）及び二酸化炭素排出量の

現況の推移を図-3.4、図-3.5 に示します。  

二酸化炭素排出量は 2017 年度から約 30.3％の減少となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3.4 エネルギー消費量（熱量換算値）の推移  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3.5 二酸化炭素排出量の推移 
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計画の目標 

二酸化炭素排出量の削減見込み 

（1）省エネルギー診断の結果と省エネルギー診断実施施設の削減見込み 

公共施設における効果的な省エネ対策による二酸化炭素排出量の削減に向け、エ

ネルギー消費量（熱量換算値）が大きい施設を対象に今後の省エネルギーの可能性

を把握するため、省エネルギー診断を実施しました。  

表-4.1 省エネルギー診断施設  

施設名 

西伯給食センター  

西伯病院  

健康福祉センターしあわせ  

緑水園(自然休養村管理センター ) 

健康福祉センターいこい荘  

省エネルギー診断では、事前に資料調査を行い、その後、施設において施設管理

者・運用者へのヒアリングと現場確認を行い、施設ごとの省エネルギー対策を検討

し、設備の更新や運用改善による二酸化炭素排出量の削減効果を検討しました。  

なお、2030 年度の電力の排出係数は、「電気事業における低炭素社会実行計画」

(電気事業連合会等の自主的枠組み )において 0.37kg-CO2/kW を目指すとしているこ

とから、中国電力供給施設分についてはその値を採用し、南部だんだんエナジー供

給施設分については 2019 年度排出係数と同じ 0.169kg-CO2/kW としています。 

省エネルギー診断施設の 5 施設で 402t-CO2 の二酸化炭素排出量の削減が見込めま

す。 
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表-4.2 省エネルギー診断施設における省エネ対策での削減見込み  
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（2）その他施設の削減見込み 

省エネルギー診断を実施しない施設については、施設のエネルギー設備状況のア

ンケート調査実施結果を参考にしながら、事務事業編マニュアルに示す建築物のエ

ネルギー消費量の削減ポテンシャルの推計手法を適用して算定しました。  

この推計手法は、対象地域区分と建物用途分類のエネルギー消費原単位 (MJ/㎡

年)データをもとにエネルギー削減ポテンシャルを推計しているもので、表 -4.3～

4.6 に示すように、建築物ごとに適用可能性のある省エネ対策メニューを選択し、

該当するエネルギー消費の削減率をもとに二酸化炭素排出量の削減見込みを算定

しました。 

各施設で取組を実施することで、約 37.7t-CO2 の二酸化炭素排出量の削減が見込

めます。  

 

4.3 建築物の削減ポテンシャル推計手法の地域区分  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4.4 建築物の削減ポテンシャル推計手法の用途分類  
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表 4.5 建築物の削減ポテンシャル推計手法の運用措置による 
エネルギー消費量削減率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 0.1 省エネ診断施設以外での取組（改修措置）  
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表 4.6 建築物の削減ポテンシャル推計手法の改修措置による 
エネルギー消費量削減率 
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（3）再エネ電源拡充に伴う削減見込み 

本町では、令和 2 年度環境省補助事業の「地域の再エネ主力化・レジリエンス強

化促進事業のうちの『公共施設の設備制御による地域内再エネ活用モデル構築事業』」に

採択され、南部だんだんエナジーが事業主体となって、再生可能エネルギーの拡大と災害時に

も対応できるレジリエンス強化を目指し、公共施設への太陽光発電と蓄電池等の導入に取り組

んでいます。 

その事業対象施設と導入設備を表 4.7 に示します。 

太陽光発電の導入により、全体で約 60 万 kWh/年の電力量を見込んでおり、この再生可能

エネルギーを自家消費することで、約 111t-CO2 の二酸化炭素排出量の削減が見込めます。

（表-4.8） 

表 4.7 公共施設の設備制御による地域内再エネ活用

モデル構築事業の対象施設と導入設備  

 

 

 

 

 

 

表 4.8 再エネ電源拡充に伴う削減見込み  
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（4）削減見込みの合計 

2030 年度の二酸化炭素排出量の削減見込みは、電力の排出係数による削減分も見

込んで（中国電力供給分の排出係数による削減量になる )、1,118.9t-CO2 と算定しま

した。（表 4.9） 

 

表 4.9 2030 年度の二酸化炭素排出量の削減見込みの合計  
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二酸化炭素排出量の削減目標 

二酸化炭素排出量の削減目標は、2019（令和元）年度比で 2030 年度までに 35.2％

削減とします。  

 

【2030 年度 二酸化炭素排出量の削減目標】 

2019（令和元）年度比で約 35.2％削減  

（約 1,119t-CO2 削減） 
  

注）2030 年度の電力の排出係数は、中国電力供給施設については「電

気事業における低炭素社会実行計画」(電気事業連合会等の自主
的枠組み)で示す 0.37kg-CO2/kW で算定。 
南部だんだんエナジー供給施設は、 2019 年度排出係数と同じ

0.169kg-CO2/kW で算定。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図- 4.1 二酸化炭素排出量の削減目標 

 

  

2019(R 元)  （年度）  

取組による削減見込み  
（表 -4.9 の A）  

温室効果ガス排出係数  
による削減見込み  
（表 -4.9 の B）  

-35.2％ 
3,176 2,057 

 

 

（t-CO
2
） 

二
酸
化
炭
素
排
出
量 

（削減目標）  

2030(R12)  

再エネ電源拡充による
削減見込み  

（表 -4.9 の C）  

568 
111 

440 

 

1,119 

 

 



南部町温暖化防止実行計画 

 

26 

 

取組 

取組の基本方針 

本計画では、以下の 3 つの基本方針に基づき、本町の事務・事業における地球温

暖化対策を推進します。この基本方針に基づき、全ての南部町の職員及び施設管理

者が主体的に取組を進めます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5.1 施策体系  

 

  

本町の  

事務・事業

における  

地球温暖化  

対策の推進  

事業活動における地球温暖化対策の推進  

基本方針 1 

基本方針２  

設備等の運用、改修による地球温暖化対策の推進  

町民、事業者への地球温暖化対策の啓発  

基本方針３  
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具体的な取組 

(1) 事業活動における地球温暖化対策の推進  

ア 電気等の使用の削減 

始業前・ヒル休憩時の消灯  

窓側執務スペースの不必要な照明の削減  

不必要時の OA 機器等の電源 OFF 

使用機器の主電源 OFF 

機器の節電・待機モードの活用  

機器を購入する際は適正規模のものを購入  

パソコンディスプレイの電源 OFF 

クールビズ・ウォームビズの実施  

イ ごみの減量化・リサイクルの推進  

①  用紙類の使用量の削減  

両面コピーの徹底  

裏面使用の実施  

縮小コピーの効果的使用  

内部検討資料の裏紙使用  

資料の共有化  

電子メール・回覧・掲示板の活用  

②  ごみの減量化  

分別収集の徹底  

簡易包装の推進  

使い捨て品の使用の抑制  

③  リユース・リサイクルの推進  

使わない物品を課内で共有し再利用  

缶、瓶、プラスチック類等の分別の徹底  

詰め替え可能製品の活用 

ウ 節水の推進  

水道水圧の調整  

自動水栓、節水コマの採用  



南部町温暖化防止実行計画 

 

28 

節水型機器の導入  

節水型トイレの採用  

エ グリーン購入の推進 

環境負荷の少ない製品の使用  

部品交換の可能な製品の使用  

長期使用が可能な製品の選択購入  

オ 公用車の適正利用  

公用車の走行距離の把握・管理 

エコドライブの推進  

タイヤ空気圧の適正化など点検・整備の実施  

電気自動車等の低公害車の導入  

カ 再生可能エネルギーの導入推進 

太陽光発電等の導入  

(2) 設備等の運用、改修による地球温暖化対策の推進  

ア 電気等の使用の削減 

①  空調・換気  

空調の適切な期間及び温度の設定（冷房時２８℃、暖房時２０℃）  

空調時の窓、出入口からの外気導入の制限  

空調運転時間の短縮  

空調フィルターの定期的な清掃  

熱フィルムやブラインド等の活用による空調の高効率化  

換気回数の適正化  

空調室外機の環境改善  

高効率空調機への更新  

空調機・換気ファンの省エネファンベルトの導入  

高効率換気ファンへの更新  

②  給湯 

給湯温度の調整  

高効率給湯器への更新  
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③  照明 

昼休み時間の消灯  

窓際照明の消灯  

照明器具の定期的な清掃  

残業の際の不必要な照明の消灯  

トイレ、廊下、階段等での自然光の活用  

照明照度の調整  

人感センサーによる照明点灯制御の導入 

照明スイッチの細分化（配線回路の分割化）  

ＬＥＤ(発光ダイオード)照明の導入  

タスク・アンビエント照明方式の導入  

④  その他 

カーテン、ブラインドによる日射の調整 

エネルギーモニタリング制御の導入 

高効率変圧器への更新  

ルーバー、庇の設置  

高断熱ガラス・サッシの導入  

 

(3) 町民、事業者への地球温暖化対策の啓発 

ア 家庭での取組の推進 

電気使用の削減  

ごみの削減  

水道使用の削減  

イ 事業所での取組の推進  

事業活動での電気使用の削減  

事業活動でのごみとなる生産の削減  

ウ 環境保全活動への参加  

環境イベントへの積極的参加  

環境ボランティア活動への積極的参加   
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本計画の推進体制・進捗管理 

推進体制（案） 

町長以下全職員を対象とし、町長をトップとするトップマネジメントの体制（南

部町カーボン・マネジメント体制）を構築します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 -6.1 南部町カーボン・マネジメント体制（案）  

 

 

  

主体名 対象者 役  割 

推進統括責任者 町長 

計画の責任者として、計画の進捗状況をカーボンマネジ

メント推進会議から毎年報告を受け、取組の見直し等へ

の意見を述べる。  

温暖化防止推進会
議委員長 

副町長 

温暖化防止推進会議を運営する。事務局からエネルギー

使用状況及び取組状況報告を確認し、年度計画の承認を

行う。その結果を推進統括責任者に報告する。  

温暖化防止推進会
議 

課長級 

毎年の「取組の PDCA」の相互連携を協議するとともに、

温暖化対策の進捗報告及び取組の見直しについて議論を

する場である。この組織が全庁的な温暖化対策の情報を

共有することで、庁内の温暖化対策の相互連携を推進す

ることが可能となる。  

事務局 町民生活課  
計画の推進、進行管理の庶務を担当する。  

エネルギー設備統括管理等に関する南部だんだんエナジ
ーとの連携支援を担当する。  

推進責任者 課長 

課の責任者として、計画を推進する。推進員がとりまとめ

た取組の状況を元に状況を分析し、点検・評価を行い、事

務局に報告する。  

全職員 職員 職員一人ひとりが自発的に環境に配慮して行動する。  

 推進統括責任者 
(町長) 

 
事務局 
(町民生
活課） 

 
温暖化防止推進会議 
（委員長：副町長） 
（委員：各課長） 

推進責任者 
(各課長） 

全職員 

管理部門 

・点検・評価 

実行部門 
・点検・評価 

・見直し  

取組の指示  報告  

取組の指示  

報告  意見  

報告  

表-6.1 各主体の役割  

外部パートナー 

南部だんだんエナ

ジー株式会社 連携
支援 
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進捗管理（案） 

計画の進捗管理は、①計画（Plan）、②実行（Do）、③評価（Check）、④改善（Action）

の 4 段階を繰り返すことにより、継続的に管理する PDCA を用います。  

本計画の進捗管理では、計画見直しまでの 5 年間を対象とした PDCA と、1 年単位

で行う「（1）事務事業編の毎年の PDCA」、「（2）取組の PDCA」を行い、「多層的な PDCA」

を行います（図-6.2）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-6.2 1 年単位の PDCA のイメージ（案） 

 

本計画の進捗管理に関する年間スケジュールと役割は以下のとおりです。  

表-6.2  年間スケジュール（案） 

 

 

 

 

 

 

  

Plan 
Do 

Check

Actio
事務事業編 

の PDCA 

Plan 

取組 

見直し 

Do 

取組 

実施 

Check
点検 

評価 

見直し 

Actio

・職員による削減取組  

・施設・設備の省エネ取組  

策定・改定 

点検評価  

見直し 

町長 事務局 推進会議 推進責任者 全職員

スケジュール・取組、進捗管理方法の確認 4月 ● ●

全職員への計画の周知 4月 ● ●

取組の実施 随時 ●

温暖化対策に関する情報の発信、取組の推進 随時 ● ●

取組状況・エネルギー使用量の記録 随時 ● ●

取組の実施状況の点検 ４～5月 ● ●

エネルギー使用量の把握 随時 ● ●

とりまとめ ４～5月 ● ●

評価 ６～７月 ● ● ●

取組の見直し・改善 ７～11月 ● ● ● ●

取組状況・エネルギー使用量の公表 12月～1月 ●

実行部門

計画
(Plan)

実行
(Do)

評価
(Check)

改善
(Action)

実施項目
進行管理の

予定

管理部門

南部だんだんエナジー 
・エネルギーデータ管理支援 
・設備の運用管理と省エネ対策支援  
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資料編 

事業の位置づけ 
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温暖化防止実行計画策定の実施フロー 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．温室効果ガス排出量の状況 
 

(1)温室効果ガス排出量の現況推計  

１． 計画の基本的事項の整理 
 
・計画の期間、目標年度 

・計画の対象範囲、対象施設 

・対象とする温室効果ガス  等 

３．削減目標 
 

(1)温室効果ガス排出量の将来推計  

(2)温室効果ガス排出量の削減目標  

４．取組 
 

(1)温室効果ガス排出量の削減取組  

５．計画の推進体制・進捗管理 
 

(1)推進体制 

(2)進捗管理 

施設の設備状況アンケート調査 

省エネ診断・省エネ対策の検討 

施設のエネルギーデータ調査 
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2013 年度二酸化炭素排出量の想定(参考) 

2017 年度から 2019 年度のエネルギー消費量の推移傾向をもとに 1 次トレンド推計

する。（二酸化炭素排出量の推計傾向では排出係数の関係で大きく変動するため）  

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 

エネルギー消費量 GJ 72,904 73,255 71,705 

二酸化炭素排出量（t-CO2） 4,561 4,143 3,176  

エネルギー消費量の 1 次推計は y=-599.52064x+1282454  （x は年度） 

これより 2013 年度は 75,619GJ  2013/2019 年度比=1.054587  

うち電力は 77.5％ (2019 年度割合)とすると 58,572GJ 

電力の二酸化炭素排出量は  

58,572GJ/9.97*(2013 年度中国電力排出係数 0.719)=4,224t-CO2 

電力以外のその他燃料の二酸化炭素排出量は 2013/2017 年度比より 

1,068.8 * 1.054587＝1,127t-CO2   4,224＋1,127=5,351t-CO2 

以上から、2013 年度二酸化炭素排出量は 5,351t-CO2 と想定され、 2019 年度で

40.6％削減、 2030 年度では 61.6％の削減が想定される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 二酸化炭素排出量の削減目標推計 
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